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悲
し
み
を
誰
に
も
話
せ
ず
、
独

り
で
抱
え
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
遺
族
の
人
た
ち
が
心
の
安
ら
ぎ

を
取
り
戻
せ
る
場
に
な
れ
ば
と
願

い
な
が
ら
、「
自
死
遺
族
わ
か
ち
合

い
の
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
こ
の
会
は
、
大
切
な
人
を
自
死

（
自
殺
）
で
亡
く
し
た
人
た
ち
が
、

語
り
合
う
こ
と
を
通
し
て
悲
し
み

や
苦
し
み
を
分
か
ち
合
い
、
共
に

支
え
合
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
会

で
す
。

▽
日
時
　
１
月
８
日
（
木
）

　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

※
次
回
は
、
３
月
上
旬
開
催
予
定
。

▽
場
所
　
岡
山
県
岡
山
保
健
所

　
　
　
　（
岡
山
市
古
京
町
）

▽
対
象
者
　
大
切
な
人
を
自
死（
自
殺
）

　
で
亡
く
し
た
人

■
問
い
合
わ
せ
先

　
岡
山
県
岡
山
保
健
所

　
　
０
８
６
―
２
７
２
―
３
９
４
３

　
現
在
、
国
民
健
康
保
険
税
を
特

別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
支
払
い
）

で
納
付
し
て
い
る
世
帯
に
つ
い
て
、

届
け
出
に
よ
り
年
の
途
中
で
も
口

座
振
替
に
よ
る
支
払
い
に
変
更
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
市
税
に
滞
納
な
ど
が

あ
る
場
合
に
は
、
お
受
け
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
届
け
出
の
時
期
に
よ
っ
て
、
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
を
中
止
で
き

る
時
期
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
詳

細
に
つ
い
て
は
市
税
務
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
税
務
課

　
　
０
８
６
９
―
２
２
―
１
１
１
４

自
死
遺
族
わ
か
ち
合
い
の
会

国
民
健
康
保
険
税
の
支
払
い

方
法
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　
瀬
戸
内
バ
ル
ー
ン
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
２
０
０
８
が
11
月

22
・
23
日
の
２
日
間
、
邑
久

町
豆
田
の
吉
井
川
河
川
敷
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
写
真
は
、

バ
ー
ナ
ー
の
炎
で
一
斉
に
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
す
る
バ
ル
ー
ン

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
の
一
こ
ま
。

熱
気
球
が
彩
る
幻
想
的
な
景

色
に
、
会
場
の
観
客
み
ん
な

が
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。
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紙
説
明
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《平成２０年 1２月１日現在》
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仕事始め

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

精神保健福祉相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

成人式（ゆめトピア長船）10:30～

歩こう会（高松稲荷コース）8時29分邑久駅発赤穂線

心配ごと相談（邑久町総合福祉センター）9：00～15：00

育児相談（ゆめトピア長船）9：30～11：00

行政・人権・消費生活相談（瀬戸内市役所）9：00～12：00

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

法律相談（瀬戸内市役所）10:00～15:00

成人の日　

乳幼児こころの健康相談（ゆめトピア長船）14：00～15：00

瀬戸内市消防出初式（邑久町公民館）10:00～

こころの健康相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

瀬戸内市ソフトバレーボールリーグ戦（邑久B&G海洋センター体育館）19:30～【約7週間】

思春期こころの健康相談（地域生活支援センタースマイル）10：00～15：00

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

行政相談（ゆめトピア長船）9：00～12：00

心配ごと相談（ゆめトピア長船）9：00～15：00
身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

心配ごと相談（邑久町総合福祉センター）9：00～15：00

住宅増改築相談（瀬戸内市役所）9：00～15：00

行政・人権相談（牛窓町公民館）9：00～12：00

心配ごと相談（牛窓町公民館）9：00～15：00

こころの健康相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

思春期こころの健康相談（地域生活支援センタースマイル）10：00～15：00

体協スキー教室（大山スキー場）6:00～【2月1日まで】

育児相談（ゆめトピア長船）9：30～11：00

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

人権相談（ゆめトピア長船）9：00～12：00

精神保健福祉相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

２０歳になったら国民年金
　２０歳を迎えられた皆さん、ご成人おめでとうございます。　　　　　　　

　満２０歳になると、さまざまな権利とともに義務も生まれます。国民年金に加入する

こともその一つです。皆さんの中には、「年金なんて先のことだから関係ない」なん

て思っている人はいませんか？　国民年金は、日本に住んでいる２０歳から６０歳まで

のすべての人が加入して、やがて誰にも訪れる老後の所得保障だけでなく、障害や死

亡といった不慮の事故などによりわたしたちの生活の安定が損なわれることのないよう、

みんなで前もって保険料を出し合いお互いを支え合う制度です。

　将来受け取る年金の１／３（将来は１／２）を国が補助しますので、現在２０歳の人

も平均的に長生きすれば、納付した額の１．７倍以上が受け取れるお得な制度です。そ

の上、賃金や物価の変動に合わせて、年金額も改定されるので大丈夫です。

　ただし、加入の届け出や保険料の納め忘れがあると年金が受け取れないこともあり

ますので、「あのときに・・・」と後悔する前に必ず国民年金に加入し、成人としての

第一歩を踏み出しましょう！

　なお、学生の人や収入が少なく保険料の納付が困難な人は、「学生納付特例」や「若

年者納付猶予」など保険料の支払いを猶予する制度がありますので、市役所国民年金

担当窓口で国民年金の加入手続きと併せて申請してください。

　加入手続きなど詳しくは、市役所国民年金担当窓口または岡山東社会保険事務所まで。

（２０歳前に就職して厚生年金などに加入している人は、国民年金の第２号被保険者

となっていますので手続きは不要です）

■問い合わせ先　市市民課　　０８６９―２２―１７９０

　　　　　　　　市牛窓支所　　０８６９―３４―３４３１

　　　　　　　　市長船支所　　０８６９―２６―２００１

　　　　　　　　岡山東社会保険事務所　　０８６―２７０―７９２８

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00


